
三
鷹
市
で
は
、
約
10
年
を
見
通
し
た
長
期
計

画
で
あ
る
「
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
た
着
実
な
市
政
運
営
を
進
め
て
き
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
、
市
で
は
平
成
13
年
11

月
に
策
定
し
た
「
第
３
次
三
鷹
市
基
本
計
画
」

の
第
２
次
改
定
作
業
を
す
す
め
て
お
り
、
今
回

は
、
新
た
に
取
り
組
む
課
題
や
、
変
更
点
を
示

し
た
骨
格
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

改
定
に
あ
た
っ
て
は
、
計
画
目
標
年
次
を
平
成

22
年
度（
２
０
１
０
年
）と
し
、
全
面
的
な
改
定
で

は
な
く
、
時
点
修
正
的
な
改
定
を
基
本
と
し
ま

す
。し

か
し
な
が
ら
、
第
１
次
改
定
か
ら
３
年
が

経
過
す
る
中
で
、
日
々
変
化
す
る
社
会
経
済
状

況
や
国
等
の
制
度
改
正
へ
の
対
応
な
ど
緊
急
性

を
要
す
る
課
題
も
生
じ
て
お
り
、
市
民
の
皆
様

と
の
協
働
を
前
提
に
、
よ
り
三
鷹
ら
し
い
施
策

の
展
開
を
図
る
計
画
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
最
重
点
・
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ

い
て
見
直
し
を
行
い
、
環
境
保
全
や
経
済
性
に
配

慮
し
た
都
市
構
造
・
都
市
空
間
の
修
復
と
更
新
を

行
う「
都
市
の
更
新
・
再
生
」を
新
規
に
加
え
る
と

と
も
に
、「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
で
も
」が

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
恩
恵
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
た「
ユ
ビ
キ

タ
ス
･
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」の
実
現
へ
向
け
て
の
具

体
的
な
施
策
を
お
示
し
し
て
い
ま
す
。

こ
の
改
定
は
ま
た
、
平
成
18
年
４
月
の
三
鷹

市
自
治
基
本
条
例
施
行
後
の
、
新
た
な
自
治
と

分
権
推
進
体
制
の
も
と
で
の
最
初
の
計
画
改
定

と
な
り
ま
す
。
自
治
基
本
条
例
で
制
度
化
し
た

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
の
実
施
、
既
に
あ
る

様
々
な
市
民
会
議
・
審
議
会
で
の
審
議
、
無
作

為
抽
出
に
よ
る
市
民
討
議
会「
ま
ち
づ
く
り
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」の
開
催
な
ど
、
幅
広
く
多
様
な

市
民
の
皆
様
に
よ
る
参
加
の
充
実
に
取
り
組
み
、

そ
の
ご
意
見
を
計
画
改
定
に
大
い
に
反
映
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
特
集
号
も
全
戸
配
布
し
、
一
人
で
も
多
く

の
皆
様
に
お
読
み
い
た
だ
い
て
、
多
く
の
ご
意

見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

皆
様
の
ご
意
見
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。
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第3次基本計画（第2次改定）
骨格案特集号

第
3
次
基
本
計
画（
第
2
次
改
定
）の

骨
格
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

市
で
は
現
在
、
平
成
13
年
11
月
に
策
定
し
た
第
3
次
三
鷹
市
基
本
計
画
の
第
2
次
改
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

基
本
計
画
は
、
計
画
期
間
を
4
年
ご
と
の
3
期（
前
期
・
中
期
・
後
期
）に
分
け
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
定
で
は
平
成
19
年
度
か
ら
平
成
22
年
度
ま
で
の
基
本
的
な
施
策
を
見
直
し
、
計
画
を
確
定
し
ま
す
。

こ
の
た
び
新
た
に
取
り
組
む
課
題
や
変
更
点
を
示
し
た「
骨
格
案
」が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、そ
の
概
要
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
今
後
、改
定
素
案（
最
終
案
）に
向
け
、よ
り
良
い
計
画
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
の
で
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

※「
骨
格
案
」の
冊
子（
全
文
）は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
全
文
掲
載
す
る
ほ
か
、
相
談
・
情
報
セ
ン
タ
ー（
市
役
所
2
階
）、
図
書
館
、
市
政
窓
口
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
、
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

9月� 10月� 11月� 12月� 1月� 2月� 3月�

骨
格
案
の
確
定�

改
定
素
案
の
確
定�

計
画
の
確
定�

まちづくり�
ディスカッション� まちづくり�

懇談会�

まちづくり�
懇談会�

課題別まちづくり�
懇談会�

広報特集号�
アンケート調査�

パブリックコメント�

パブリックコメント�

Ⅰ

総
　
論

アンケートにご協力ください

◆
目
的

こ
の
計
画
は
、
市
行
政
の
立
場
か
ら
、

基
本
構
想
に
示
さ
れ
た
課
題
に
取
り
組

み
、
そ
の
基
本
目
標
で
あ
る「
人
間
の
あ

す
へ
の
ま
ち
」を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
ま
す
。

◆
性
格

こ
の
計
画
は
、
主
と
し
て
市
が
推
進

主
体
と
な
る
施
策
に
つ
い
て
、
基
本
的

な
考
え
方
、
体
系
、
主
要
事
業
の
目
標

や
実
施
時
期
な
ど
の
内
容
を
定
め
、
施

設
計
画
だ
け
で
な
く
、
人
的
サ
ー
ビ
ス

を
含
む
総
合
計
画
と
し
て
定
め
ま
す
。

◆
目
標
年
次

こ
の
計
画
の
目
標
年
次
は
、
お
お
む

ね
２
０
１
０
年
（
平
成
22
年
度
）と
し

ま
す
。

た
だ
し
、
第
３
次
基
本
計
画
は
、
計

画
期
間
を
４
年
ご
と
の
３
期
（
前
期
・

中
期
・
後
期
）
に
分
け
、
見
直
し
を
規

定
し
て
お
り
、
中
期
の
最
終
の
年
度
で

あ
り
後
期
の
最
初
の
年
度
で
あ
る
平
成

19
年
度
は
調
整
期
間
と
し
ま
す（
表
１

参
照
）。

◆
計
画
人
口

計
画
人
口
は
、
お
お
む
ね
17
万
５
千

人
と
し
ま
す
。
今
回
行
っ
た
予
測
調
査

に
よ
る
と
、
今
後
、
増
加
傾
向
が
続
き

平
成
22
年
以
降
に
は
17
万
８
千
人
を
超

え
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の
後
、

横
ば
い
か
ら
緩
や
か
な
減
少
傾
向
と
な

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
今
回
の
第
２
次
改
定
に
あ
た
っ
て

は
、
当
面
の
人
口
増
加
に
対
応
し
つ
つ

も
将
来
的
な
人
口
減
少
を
視
野
に
入
れ

て
、
現
行
の
人
口
フ
レ
ー
ム
の
ま
ま
と

し
ま
す
。

◆
主
要
な
財
政
目
標
の
設
定

主
要
な
財
政
指
標
は
、
自
治
体
経
営

の
上
で
地
方
財
政
の
健
全
性
を
診
断
す

る
重
要
な
指
標
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
行

財
政
改
革
の
徹
底
を
通
し
て
、
収
入
と

支
出
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
安
定
し
た

行
財
政
運
営
の
推
進
を
図
る
た
め
、
具

体
的
な
数
値
目
標
を
設
定
し
改
定
に
取

り
組
み
ま
す（
表
２
参
照
）。

◆
財
政
フ
レ
ー
ム（
財
政
の
総
枠
）

三
鷹
市
の
財
政
状
況
は
、
景
気
回
復

の
兆
し
が
表
れ
は
じ
め
た
と
は
い
え
、

個
人
所
得
の
伸
び
悩
み
な
ど
に
よ
り
、

依
然
と
し
て
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、第
３
次
基
本
計
画

第
１
次
改
定
後
に
行
わ
れ
た
地
方
税
財

政
制
度
の
改
革
を
は
じ
め
と
す
る
状
況

の
変
化
な
ど
に
よ
り
、市
の
財
政
構
造
も

変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
た
め
、第

３
次
基
本
計
画
の
後
期
財
政
フ
レ
ー
ム

を
再
構
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、国
か
ら
地
方
へ
の
補
助

金
の
廃
止
・
縮
減
、所
得
税
か
ら
住
民
税

へ
の
税
源
移
譲
、
地
方
交
付
税
の
見
直

し
の「
三
位
一
体
の
改
革
」に
よ
る
影
響

で
す
。
ま
た
、平
成
17
年
度
の
介
護
保
険

法
の
改
正
や
、平
成
18
年
４
月
か
ら
施
行

さ
れ
た
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く

対
応
な
ど
、社
会
福
祉
制
度
の
改
革
に
よ

る
見
直
し
要
素
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
影
響
の
大
部
分
は
既
に
平

成
19
年
度
予
算
に
反
映
し
て
い
る
た

め
、
今
回
の
第
２
次
改
定
に
あ
た
っ
て

は
、
平
成
19
年
度
予
算
を
基
礎
と
し
、

市
税
を
は
じ
め
と
す
る
一
般
財
源
の
推

計
を
行
い
な
が
ら
、
現
在
判
明
し
て
い

る
制
度
の
変
更
内
容
を
加
味
し
て
後
期

財
政
フ
レ
ー
ム
の
見
直
し
を
進
め
る
こ

と
と
し
ま
す
。

平成� 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
西暦� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

前　期�

中　期�

後　期�

第3次基本計画（第2次改定）�

【計画期間と改定時期】�

本紙2面のはがき（切手不要）に記入のうえ、11月5日
∑までにお送りください。

企画部企画経営室@45-1151内線2113、2151へ問�

企
画
経
営
室
蕁
2
1
1
2
、2
1
1
4
、2
1
5
1
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【表2：主要な財政指標】
指標 内容 数値目標

経常収支比率
人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に地方税、地
方譲与税を中心とした経常一般財源がどの程度充当されているか
をみる財政構造の弾力性を示す指標

おおむね80％台
を維持

公債費比率 市債の元利償還金に充当される一般財源の標準財政規模に対する
割合

おおむね12％を
超えないこと

実質公債費
比率

市債の元利償還金の他に公営企業の公債費に対する繰出金や一部
事務組合の公債費への負担金などを算入した実質的な公債費に充
当した一般財源の標準財政規模に対する割合

おおむね16％を
超えないこと

人件費比率 報酬、給料、職員手当等、勤労の対価として支払われる経費の歳
出決算に占める割合

おおむね24％を
超えないこと

【表1：計画期間と改定時期】

【計画改定のスケジュール】


